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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第158期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

当第３四半期連結累計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、第１四半期連結会計期間において、機械事業部門の無錫圧縮機股份有限公司が主要な持分法適用関連会社と

なりました。なお、第２四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間において主要な関係会社の異動はありま

せん。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第158期

第３四半期 
連結累計期間 

第159期
第３四半期 
連結累計期間 

第158期

会計期間 
自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日

自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日 

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高 （百万円）  1,355,790  1,409,556  1,858,574

経常利益 （百万円）  78,892  50,160  89,082

四半期（当期）純利益 （百万円）  47,223  12,598  52,939

四半期包括利益又は包括利益 （百万円）  46,513  6,040  55,574

純資産額 （百万円）  590,587  591,970  597,367

総資産額 （百万円）  2,311,131  2,199,537  2,231,532

１株当たり四半期（当期）純利益 （円）  15.72  4.19  17.63

潜在株式調整後 

１株当たり四半期（当期）純利益 
（円）  －  －  －

自己資本比率 （％）  23.5  24.5  24.6

回次 
第158期

第３四半期 
連結会計期間 

第159期
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日

自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日 

１株当たり四半期純損益 （円）  5.91  △1.58

２【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。 

  
当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、第１四半期に大幅な生産水準の低下をもたらした東日本大震災の影響

が第２四半期には薄らぎ、回復に向かいましたが、第３四半期は、タイの洪水影響を含めた海外経済の減速や円高の

定着が重石となり、横ばい圏内で推移しました。海外では、新興国を中心に緩やかな成長が持続したものの、欧州に

おける金融不安や、中国における金融引き締めを背景に、成長ペースは鈍化しました。 

このような経済環境のもと、当社グループにおいては、鋼材やアルミ圧延品、銅板条の販売数量が、震災やタイの

洪水影響などにより、前年同期を下回りました。また、中国における油圧ショベルの販売台数は、春節明けの旺盛な

需要を取り込んだものの、４月以降は金融引き締めの影響により減少し、当第３四半期連結累計期間（2011年１-９

月）を通しては、前年同期並となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、機械事業部門や資源・エンジニアリング事業部門において大型

案件の売上が集中したことや、鋼材価格が上昇したことなどにより、前年同期に比べ 億円増収の１兆 億円と

なりました。一方、鋼材やアルミ圧延品販売数量の減少や鉄鋼主原料価格の上昇などの影響により、営業利益は、前

年同期に比べ 億円減益の 億円、経常利益は、前年同期に比べ 億円減益の 億円となりました。また、四半

期純利益は、これらの影響に加え、第３四半期に投資有価証券評価損を特別損失として計上したことから、前年同期

に比べ 億円減益の 億円となりました。 

当第３四半期連結累計期間のセグメント毎の状況は以下のとおりであります。 
  

[鉄鋼事業部門] 

鋼材については、国内の需要が、震災の影響により第１四半期に減少したことに加え、海外市況の低迷や円高の影

響などにより、当第３四半期連結累計期間の販売数量は、前年同期を下回りました。また、販売価格は、主原料価格

の上昇を踏まえ、製品価格への転嫁につき、需要家の皆様との交渉に取り組んだ結果、前年同期を上回りました。 

鋳鍛鋼品の売上高は、造船向けの販売価格が下落した影響などにより、前年同期を下回りました。一方、チタン製

品の売上高は、新興国のインフラ整備に関わる需要が増加し、前年同期を上回りました。 

以上の状況から、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 ％増の 億円となりましたが、経常利

益は、販売数量の減少や主原料価格の上昇などの影響により、前年同期に比べ 億円減益の 億円となりました。 
  

[溶接事業部門] 

 溶接材料の販売数量は、韓国や欧米、ロシアでの需要が堅調に推移したことから、前年同期を上回りました。ま

た、溶接システムの売上高は、中国の建設機械向けの需要が旺盛であったことから、売上高は、前年同期を上回りま

した。 

以上の状況から、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 ％増の 億円となりましたが、経常利益

は、円高の影響により、前年同期に比べ９億円減益の 億円となりました。 
  

[アルミ・銅事業部門] 

アルミ圧延品の販売数量やアルミ鋳鍛造品の売上高は、震災やタイの洪水影響により、自動車向けや液晶・半導体

製造装置関連の需要が低迷したことから、前年同期を下回りました。 

銅圧延品の販売数量は、銅管はエアコン向けを中心に堅調に推移したものの、銅板条は半導体向けの需要が減少し

たことから、前年同期を下回りました。 

以上の状況から、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 ％減の 億円となり、経常利益は、前

年同期に比べ 億円減益の 億円となりました。 
  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

537 4,095

314 691 287 501

346 125

3.2 6,423

183 36

8.4 629

25

2.1 2,247

54 79
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[機械事業部門] 

石油精製・石油化学業界向け圧縮機を中心に、需要が堅調に推移したことから、当第３四半期連結累計期間の受注

高は、前年同期並の 億円となり、当第３四半期連結累計期間末の受注残高は、 億円となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比8.2％増の 億円となりましたが、経常利益は、前年

同期に比べ 億円減益の 億円となりました。 
  

[資源・エンジニアリング事業部門] 

当第３四半期連結累計期間の受注高は、大型還元鉄プラントを受注した前年同期と比べると ％減の 億円と

なり、当第３四半期連結累計期間末の受注残高は、 億円となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間の売上高は、大型還元鉄プラントの売上を計上したことから、前年同期比43.0％

増の 億円となり、経常利益は、前年同期に比べ６億円増益の 億円となりました。 
  

[神鋼環境ソリューション] 

当第３四半期連結累計期間の受注高は、廃棄物処理関連事業の大型案件を受注したことなどから、前年同期比

％増の 億円となり、当第３四半期連結累計期間末の受注残高は、 億円となりました。 

また、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 ％増の 億円となり、経常利益は、アフターサービ

ス分野が堅調であったことに加え、コスト削減に取り組んだことなどから、前年同期に比べ 億円増益の 億円とな

りました。 
  

[コベルコ建機] 

主力市場である中国での販売台数は、春節明けの旺盛な需要を取り込んだものの、４月以降は金融引き締めの影響

により減少し、当第３四半期連結累計期間（2011年１-９月）を通しては、前年同期並となりました。また、需要が

堅調な東南アジアや、震災からの復旧に関連して需要が増加した国内の販売台数は、前年同期を上回りました。 

しかしながら、円高の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期並の 億円となり、経常

利益については、前年同期に比べ 億円減益の 億円となりました。 
  

[コベルコクレーン] 

北米、東南アジアや中東を中心とした海外需要の増加に加え、震災からの復旧に関連して国内需要が増加したこと

から、販売台数は、前年同期を上回りました。 

以上の状況から、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 ％増の 億円となり、経常損益は、前

年同期に比べ８億円改善し、０億円（ 百万円）の利益となりました。 
  

[その他] 

(株)コベルコ科研においては、ターゲット事業で需要が低迷したものの、神鋼不動産(株)においては、分譲事業、

賃貸事業が概ね前年同期並の水準で推移したことなどから、その他の事業全体の売上高は、前年同期比 ％増の

億円となり、経常利益は、前年同期比２億円増益の 億円となりました。 
  

(注) 売上高・受注高には消費税等は含まれておりません。 

  

985 1,551

1,129

25 88

62.2 236

752

432 34

30.6

657 521

6.7 486

11 33

2,417

21 202

13.3 346

18

2.3 468

40
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当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（「会社支配に関する基本方

針」）は以下のとおりであります。 

  

１. 基本方針の内容 

当社は上場会社として、株式の自由な取引のなかで、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上

に資する形であれば、支配権の移動を伴う大規模な株式買付行為であっても、当然是認されるべきであると考え

ております。 

しかしながら、一方、昨今のわが国の資本市場においては、株主・投資家などに十分な情報開示が行なわれる

ことなく、突如として株式等の大規模買付けが行なわれる事例が少なからず見受けられます。こうした大規模な

株式買付行為および提案の中には、当社に回復し難い損害をもたらすおそれのあるものを内容として含むもの

や、株主の皆様に大規模買付行為を受け入れるか否かを検討するのに必要な情報と時間を提供しないものも想定

されます。このような行為は、いずれも当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を著しく損なうおそれのある

ものです。 

特に、当社は素材関連や機械関連など様々な事業を行なっており、事業の裾野が広い分、多様なステークホル

ダーや、様々な事業により生み出されるシナジーが存在しますが、これら全てが当社独自の企業価値の源泉であ

ると考えております。そして、これらのステークホルダーとの関係および事業間のシナジーについて十分な理解

のない大規模買付者が当社の財務および事業の方針の決定を支配した場合には、当社の企業価値、ひいては株主

共同の利益が毀損される可能性もあります。したがって、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、

当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を向上させる上で必要不可欠な、当社の経営理念、企業価値を生み出

す源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係などを十分に理解し、その結果として当社の企業価値、ひ

いては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。これに反して、上述のよう

な大規模な株式買付行為および提案を行なう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適

切であると考えます。 

当社をとりまく事業環境をみると、国際的な競争激化の中、企業買収は依然として活発な状況にあり、当社の

経営方針に影響を与えるような当社株式の大規模な買付行為が将来行なわれる可能性は否定できません。 

一方、こうした大規模買付行為の際に利用される公開買付制度については、少なくとも現在の制度に基づく限

り、株主が大規模買付行為の是非を判断するための情報と検討期間が十分に確保できない場合もありえるといわ

ざるをえません。 

すなわち、国内外で行なわれている大型のＭ＆Ａ案件を見ると、友好的に行なわれる場合であっても、合意に

至るまでに半年を超えて交渉を行なう事例も少なくありません。企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資するためには、経営陣との事前の合意無く行なわれる大規模買付行為においても、友好的に行なわれるの

と同等の情報開示と評価検討期間が確保されることが必要であり、これを確保するための手続きが、当社の財務

および事業の方針の決定を支配する者を株主が選ぶにあたって必要であると当社は考えます。 

以上を考慮した結果、当社といたしましては、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に

事前に提供することを大規模買付者に求め、株主の皆様および当社取締役会のための一定の検討評価期間が経過

した後にのみ当該大規模買付行為を開始するというルールを設定する必要があると考えております。 

  

２. 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み 

(１) 経営戦略の展開による企業価値向上への取組み 

当社グループでは、平成22年４月に神戸製鋼グループ「中長期経営ビジョン『KOBELCO VISION“G”』」を

策定し、現在、この実現に向け取り組んでおります。 

(２) コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取組み 

当社は、内部統制システムに基づき、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実と、万全なコンプラ

イアンス体制の確立に全力を挙げ、企業価値の向上に取り組んでおります。 

  

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題
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３. 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み 

当社は、上記１.で述べた会社支配に関する基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務および事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株券等の大規模買付行為に関する一定のルー

ルを定め、これを遵守した場合およびしない場合に一定の措置を講じることを内容としたプラン（以下、「本プ

ラン」といいます。）を導入しております。本プランは、平成23年６月23日開催の定時株主総会において株主の

皆様のご承認をいただいております。本プランの具体的な内容は以下のとおりです。 

なお、本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に準拠し、かつ、経済産業省の企業価値研究会が平成20年６月30

日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されたものです。 

（１）必要情報の提供 

15パーセント以上の議決権保有を目指して当社株式を大規模に買い付ける者に対して、大規模買付者の提

案が企業価値および株主共同の利益を高めるものか否かを株主および取締役会が判断するために必要なもの

として、その株式買付行為の事前に株式取得の目的や株式取得後の経営方針等について、情報提供を求めま

す。 

ただし、当社が大規模買付者に提供していただく情報は、株主の皆様ならびに当社取締役会および独立委

員会が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な範囲に限定されるものとし、大規模買

付行為の是非を判断するために必要な水準を超える情報開示を大規模買付者に対して要求し、または、大規

模買付者に対して延々と必要情報の提供を求めるなど、趣旨を逸脱した運用を行なわないこととします。 

（２）独立委員会の設置 

当社取締役会の恣意的な判断を防止し、買付ルールにのっとった手続の客観性、公正性、合理性を担保す

るため、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置しています。独立委員会の委員は、社外の

弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等および社外の経営者ならびに社外取締役の中から構成されるも

のとしております。 

（３）検討評価 

独立委員会が必要かつ十分な情報提供を受けたと判断した旨を開示し、その開示した日から60日間乃至90

日間の評価期間を確保した上で、独立委員会が、大規模買付行為の妥当性を検討・判断し、その結果に基づ

き対抗措置を発動すべきか否かを取締役会に勧告するものといたします。 

また、当社取締役会は、買付行為評価期間中、必要に応じ外部専門家の助言を受けながら、提供された情

報の検討評価を行ない、大規模買付行為に対する取締役会としての意見をとりまとめ公表いたします。 

また、当社は独立委員会が買付行為評価期間を延長する必要があると合理的に判断する場合には、買付行

為評価期間を当初の期間に加え最大60日を上限として延長することができるものとし、大規模買付行為は、

延長後の買付行為評価期間の終了後に開始されるべきものとします。 

なお、独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員が全員出席し、その過半数をもって行なうこ

とといたしますが、独立委員会がやむをえないと認める場合には、独立委員会の委員の過半数が出席し、当

該出席した委員の過半数をもってできるものとします。ただし、独立委員会が当社取締役会に対して対抗措

置を発動すべき旨の勧告をする場合には、独立委員会に出席した当社取締役を務める委員のうち、少なくと

も1名が賛成していることを必要とするものとします。 

（４）対抗措置の発動 

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重した上で、対抗措置を発動するか否かを決定いたします。

対抗措置とは、大規模買付者は行使することが出来ないなどの条件を付した新株予約権を株主に無償割当て

し、この新株予約権の行使により、結果的に当該大規模買付者の議決権割合を低下させ、企業価値ひいては

株主共同の利益を害する恐れがある大規模買付行為の阻止を図るものです。 

なお、当社取締役会は当該新株予約権の内容として、大規模買付者が保有する当該新株予約権の対価とし

て現金を交付する旨の取得条項を付することはできないものとします。 
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４. 経営者の取組みが会社支配に関する基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではないこと、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

（１）会社支配に関する基本方針に沿うものであること 

本プランは、「大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様が判断する」という基本精神に

基づき作成されております。大規模買付者に対して大規模買付行為に関する情報を当社取締役会に事前に提

供させること、一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求めていること、

およびこれらを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることは、いずれも、大規

模買付行為に応じるか否かを当社株主の皆様が判断するために必要な情報を提供させるため、あるいは代替

案の提示を受ける機会を株主の皆様に保障するための手段として採用されたものであります。よって、本プ

ランは、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。 

（２）当社の株主共同の利益を損なうものではないこと 

本プランによって、当社株主の皆様は、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や代

替案の提示を受ける機会を保障されることとなるのであって、本プランは当社株主共同の利益に資するもの

であると考えます。 

さらに、本プランの導入は、株主総会における当社株主の皆様の承認が条件となっております。また、有

効期間が明確に規定されていることから、本プランの更新を株主総会の決議により承認しないことが可能で

す。また、本プランは、取締役会決議によりいつでも廃止が可能であることから、当社株主の皆様が本プラ

ンの維持が株主共同の利益を損なうと判断する場合、取締役の選解任権を行使することにより、いつでも株

主の皆様の意思によって本プランを廃止することが可能となっております。このような仕組みにより、本プ

ランが当社株主共同の利益を損なうことがないように配慮されております。 

（３）当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと 

当社の現在のコーポレート・ガバナンス（企業統治）体制は、すべて株主総会を頂点として構成されてお

ります。当社は取締役の任期を１年としており、任期期差制や解任のための株主総会決議要件の加重も一切

行なっておりません。また、本プランは有効期間中であっても当社取締役会によりこれを廃止する旨の決議

が行なわれた場合には、その時点で廃止されることとなっております。したがって、１回の株主総会で取締

役の選解任を行ない、その後の取締役会決議により本プランを廃止することが可能であり、この点において

も株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。 

また、本プランは、大規模買付行為を受け入れるか否かは最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられる

べきことを大原則としつつ、株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付者が遵守すべき情報提供

などのルールや、必要に応じて当社がとるべき対抗措置の内容および手続きを定めるものです。本プランは

当社取締役会が対抗措置を発動する条件および手続きを事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による

対抗措置の発動はかかる本プランの規定に従って行なわれます。 

さらに、当社取締役会が大規模買付行為の是非を検討評価し、これに対する対抗措置を発動するか否かを

判断するにあたっては、外部専門家などの助言を得るとともに、当社の業務執行を行なう経営陣から独立し

ている委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。この

ように、本プランには、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続も盛り込まれています。 

以上から、本プランは当社役員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。 
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当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、 億円であります。 
  

また、当第３四半期連結累計期間における研究開発活動の主な状況の変更内容は、次のとおりであります。 

  
[鉄鋼事業部門] 

鉄鋼事業部門では、トヨタ自動車(株)と共同でハイテン材料の加工技術「リバースボトミング工法」を開発しまし

た。その功績に対して同社より「MI（Mass Innovation）賞」を受けました。また、加工性や耐遅れ破壊特性に優れ

たTBF型1180MPa級自動車用冷延ハイテンを開発し、日産自動車(株)の新車種での採用が決定、1180MPa級ハイテンが

世界で初めて自動車ボディ骨格の主要部品に採用されました。 

また、純チタン薄板分野の主力用途先であるPHE（プレート式熱交換器）向けに２つの新製品（潤滑プレコートチ

タン板・高伝熱チタン板）を開発しました。２つの新製品は、PHEの性能向上に寄与するだけではなく、環境・省資

源にも配慮した製品であり、純チタン薄板にて世界で初めて当社が商品化に成功しました。 
  

[溶接事業部門] 

 溶接事業部門では、狭あいな溶接部へのアクセスを容易にするために、トーチケーブルを内蔵化した新アーク溶接

ロボット「ARCMAN ™ -GS」を開発しました。これにより、ワークの内面深くにトーチが入り込む時に、ケーブルがワ

ークと干渉することなく、ロボット適用率のアップが期待されます。また、トーチを持ち替えることによりタンデム

アーク溶接も可能であり、高能率な溶接にも対応できます。「ARCMAN ™ -GS」は、旺盛な需要がある建設機械などの

中厚板溶接分野を対象に開発され、導入によりユーザーの生産性向上の課題解決に寄与することが期待されます。 
  
[機械事業部門] 

 機械事業部門では、地熱や工場廃熱等を利用して発電する、世界初の半密閉型スクリュタービン方式の高効率・小

型バイナリー発電システム「マイクロバイナリー」を開発しました。 

また、蒸気関連省エネ機器「スチームスターシリーズ」のメニューを拡充し、中圧蒸気対応型のスクリュ式小型蒸

気発電機と、蒸気そのものを圧縮して再利用するスクリュ式小型蒸気圧縮機を開発、業界初１トン/hr前後から

300kg/hr未満に至る少量のフラッシュ蒸気を高効率で再生できる汎用商品を販売開始しました。 

 また、三浦工業(株)と共同で、圧縮熱回収蒸気駆動エアコンプレッサに、オイルフリーエアタイプ、高圧蒸気対応

タイプの２機種を開発しました。 

 さらに、省エネインバータタイプの油冷式スクリュコンプレッサ「Kobelion（コベライアン）」をモデルチェンジ

し、全機種に省エネ型モータ直結本体構造を採用するとともに、一部機種には、アンロード待機を行わず低負荷時の

消費電力を削減する「e-STOP」を搭載するなど、徹底した効率向上、省エネ化を達成しました。 

 なお、電力３社と共同で開発した高効率蒸気供給システム「スチームグロウヒートポンプ」につきましては、環境

省から「2011年度地球温暖化防止活動環境大臣賞（技術開発・製品化部門）」を受賞しました。 
  
[資源・エンジニアリング事業部門] 

資源・エンジニアリング事業部門では、インドネシアのカリマンタン島にて、日本政府（経済産業省）及びインド

ネシア政府（エネルギー鉱物資源省）の援助を受けて操業を実施してきました世界初の改質褐炭（UBC）の大型実証

プラントが実験操業を終了し、50％以上の水分を含有する褐炭を改質することに成功しました。 

さらに、ITmk3プロセスが、二酸化炭素の削減や資源の有効利用に貢献する新製鉄法との評価を受け、「第21回日

経地球環境技術賞最優秀賞」を受賞いたしました。 
  
[神鋼環境ソリューション] 

(株)神鋼環境ソリューションでは、水処理関連事業において、神戸市、大阪瓦斯(株)と共同で、国土交通省が公募

する下水道革新的技術実証事業に「神戸市東灘処理場再生可能エネルギー生産・革新的技術実証事業‐KOBE グリー

ン・スイーツプロジェクト‐」を提案し、採択されました。 
  

[コベルコ建機] 

 コベルコ建機(株)では、最新排ガス規制に対応した13トンクラスの超小旋回油圧ショベル ACERA GEOSPEC（アセ

ラ・ジオスペック）「SK130UR」をモデルチェンジし、平成23年８月より販売開始いたしました。また、４トンクラ

スの超小旋回ミニショベル「SAVER（セイバー）SK38UR」を開発し、平成23年11月より販売開始いたしました。 
  
[コベルコクレーン] 

 コベルコクレーン(株)では、安全性/環境性に配慮した中間４次排ガス対応エンジン搭載のクローラクレーン（50

～250トンクラス）のフルモデルチェンジ機を開発しました。平成23年５月に北米/欧州等の排ガス規制地域向けに上

市したのに引き続き、平成23年12月より国内向けにも販売を開始しました。 
  

（３）研究開発活動

226
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前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に完成したもの

は次のとおりであります。 
  

  

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に著しい変更が

あったものは次のとおりであります。 
  

  

当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。なお、経常

的な設備更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 
  

１．金額には消費税等は含んでおりません。 

２．今後の所要資金は、自己資金及び借入金等を充当する予定であります。  

  

（４）主要な設備

  
会社名 

事業所名 

  
セグメントの名称 

  
設備の内容 完成年月

当社 

加古川製鉄所 
鉄鋼事業部門  

焼結工場 

脱硝設備  
平成23年６月  

  
会社名 

事業所名 

  
セグメントの名称 

  
設備の内容 変更の内容 

当社 

加古川製鉄所 
鉄鋼事業部門  

発電用ボイラ 

更新他 

第１四半期連結会計期間において設備仕

様の見直しにより、工事予算額を69,200

百万円から84,500百万円に変更  

  
会社名 

事業所名 
  

セグメントの名称 設備の内容
工事予算額
（百万円） 

  
工期 

  
着工 

（年月） 
完成 

（年月） 

当社 

加古川製鉄所 
鉄鋼事業部門  新溶銑処理工場  30,000 23．９  26．６ 

当社 

神戸本社  
全社  神戸新本社ビル  6,000 23．７  25．２ 

- 9 -



①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式  6,000,000,000

計  6,000,000,000

種類 
第３四半期会計期間末 

現在発行数 (株) 
（平成23年12月31日現在） 

提出日現在発行数 (株)
（平成24年２月６日現在）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  3,115,061,100  3,115,061,100
東京、大阪、名古屋 

（以上市場第一部） 

単元株式数は1,000株

であります。 

計  3,115,061,100  3,115,061,100 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成23年10月１日～ 

平成23年12月31日 
 －  3,115,061  －  233,313  －  83,172

（６）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

(注)「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が82,000株、及び株主名簿上は当社名義となっ

ておりますが実質的に所有していない株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄に、同機構名義

の完全議決権株式に係る議決権の数が82個、及び株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していな

い株式に係る議決権の数が１個含まれております。 

②【自己株式等】 

(注)１．株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお、当該株

式数は「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。 

２．神鋼鋼線工業(株)保有の他人名義の株式は、以下の名義で退職給付信託に拠出されたものであります。 

みずほ信託銀行(株)退職給付信託神鋼鋼線工業口再信託受託者資産管理サービス信託銀行(株)1,000,000株 

（東京都中央区晴海１－８－12） 

３．平成アルミ(株)は、当社の取引会社で構成される持株会（神鋼くろがね会協栄会 神戸市中央区脇浜町２－

１－16）に加入しており、同持株会名義で当社株式186,747株を保有しております。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  118,546,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  2,983,563,000  2,983,563 － 

単元未満株式 普通株式  12,952,100 － 
１単元（1,000株） 
未満の株式 

発行済株式総数  3,115,061,100 － － 

総株主の議決権 －  2,983,563 － 

  平成23年12月31日現在

所有者の氏名又 
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数の 
の合計(株) 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％) 

当社 
神戸市中央区 

脇浜町２－10－26 
 109,126,000  －  109,126,000  3.50

浅井産業(株) 
東京都港区 

港南２－13－34 
 7,307,000  －  7,307,000  0.23

神鋼鋼線工業(株) 尼崎市中浜町10－１  －  1,000,000  1,000,000  0.03

三和鐵鋼(株) 
愛知県海部郡 

飛島村金岡７ 
 414,000  －  414,000  0.01

平成アルミ(株) 
栃木県真岡市 

鬼怒ヶ丘15 
 115,000  186,000  301,000  0.01

(株)セラテクノ 
明石市貴崎 

５－11－70 
 298,000  －  298,000  0.01

土井産業(株) 
名古屋市中村区 

亀島２－17－23 
 100,000  －  100,000  0.00

計 －  117,360,000  1,186,000  118,546,000  3.81
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。

（注）上記の異動は本社部門の組織改正によるものであります。  

  

（執行役員の状況） 

当社は、事業部門制の下で執行役員制を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半

期累計期間における執行役員の異動は、以下のとおりであります。 

○本社等 

（注）上記の異動は本社部門の組織改正によるものであります。  

  

２【役員の状況】

役名 氏名 新担当 旧担当 異動年月日

取締役副社長 
(代表取締役) 

賀屋 知行 

監査部、秘書広報部、総務
部、法務部、人事労政部、営
業企画部、支社・支店（高砂
製作所を含む）の総括、全社
コンプライアンスの総括 

監査部、秘書広報部、業務
部、法務部、人事労政部、営
業企画部、支社・支店（高砂
製作所を含む）の総括、全社
コンプライアンスの総括 

平成23年７月１日

役名 氏名 新担当 旧担当 異動年月日

常務執行役員 花岡 正浩 
総務部、ラグビー部支援室、
大阪支社の担当、高砂製作所
長 

業務部、ラグビー部支援室、
大阪支社の担当、高砂製作所
長 

平成23年７月１日
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 145,875 110,463

受取手形及び売掛金 302,846 304,101

商品及び製品 131,138 159,128

仕掛品 127,512 133,749

原材料及び貯蔵品 122,694 133,572

その他 ※3  167,261 ※3  161,417

貸倒引当金 △571 △422

流動資産合計 996,757 1,002,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 279,519 283,754

機械装置及び運搬具（純額） 363,284 381,949

土地 204,948 205,624

その他（純額） 85,586 33,230

有形固定資産合計 933,339 904,559

無形固定資産 22,231 20,227

投資その他の資産   

投資有価証券 190,255 165,105

その他 92,077 110,097

貸倒引当金 △3,129 △2,464

投資その他の資産合計 279,203 272,738

固定資産合計 1,234,775 1,197,526

資産合計 2,231,532 2,199,537

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 478,675 471,838

短期借入金 170,657 206,590

1年内償還予定の社債 35,836 18,976

未払法人税等 9,059 5,201

引当金 39,377 26,671

その他 154,773 139,865

流動負債合計 888,379 869,142

固定負債   

社債 177,349 187,172

長期借入金 441,099 416,455

退職給付引当金 29,345 53,833

その他の引当金 2,497 2,294

その他 95,494 78,668

固定負債合計 745,785 738,423

負債合計 1,634,165 1,607,566
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 233,313 233,313

資本剰余金 83,125 83,125

利益剰余金 302,376 307,414

自己株式 △51,627 △51,629

株主資本合計 567,186 572,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,742 10,544

繰延ヘッジ損益 584 △1,199

土地再評価差額金 △4,756 △4,149

為替換算調整勘定 △34,127 △39,214

その他の包括利益累計額合計 △18,555 △34,019

少数株主持分 48,736 53,766

純資産合計 597,367 591,970

負債純資産合計 2,231,532 2,199,537
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,355,790 1,409,556

売上原価 1,136,717 1,216,278

売上総利益 219,073 193,277

販売費及び一般管理費 118,494 124,151

営業利益 100,578 69,125

営業外収益   

受取利息 1,995 2,924

受取配当金 2,223 3,025

業務分担金 4,955 4,435

持分法による投資利益 2,927 4,555

その他 11,605 13,186

営業外収益合計 23,707 28,128

営業外費用   

支払利息 15,459 14,651

出向者等労務費 12,674 11,508

その他 17,259 20,932

営業外費用合計 45,393 47,093

経常利益 78,892 50,160

特別利益   

投資有価証券売却益 2,203 －

特別利益合計 2,203 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 13,873

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,380 －

特別損失合計 2,380 13,873

税金等調整前四半期純利益 78,715 36,287

法人税、住民税及び事業税 10,839 11,485

法人税等調整額 7,623 1,088

法人税等合計 18,462 12,574

少数株主損益調整前四半期純利益 60,253 23,712

少数株主利益 13,029 11,114

四半期純利益 47,223 12,598
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 60,253 23,712

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,551 △8,910

繰延ヘッジ損益 545 △2,544

土地再評価差額金 49 651

為替換算調整勘定 △8,216 △7,017

持分法適用会社に対する持分相当額 △567 148

その他の包括利益合計 △13,739 △17,672

四半期包括利益 46,513 6,040

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 35,439 △2,865

少数株主に係る四半期包括利益 11,073 8,905
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  
 (持分法適用の範囲の重要な変更) 

第１四半期連結会計期間において、無錫圧縮機股份有限公司を新たに持分法の範囲に含めており、その理由は、株式

取得であります。 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  
 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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１ 保証債務 

下記の会社の金融機関借入等について、それぞれ保証を行なっております。 

  

２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高 

  

※３ 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価 

上記は現先取引に係るものであり、流動資産の「その他」に短期貸付金として同額が含まれております。 

  

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。  

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

配当金支払額 

  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

配当金支払額 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間 
（平成23年12月31日） 

  
四川成都成工工程機械股份有限公司  百万円  4,956    百万円 4,153

その他    （５社他）  1,021     （６社他） 1,976

合計       5,978       6,129

（うち、保証類似行為） ( )  429    ( )  385

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間 
（平成23年12月31日） 

  
受取手形割引高  百万円  20,541

  
  

 百万円 20,619

受取手形裏書譲渡高    3,636     4,513

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間 
（平成23年12月31日） 

  
担保受入有価証券  百万円  43,962

  
  

 百万円 39,989

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  
減価償却費 百万円 85,012 百万円 86,788

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月14日 

取締役会 
普通株式 百万円 4,511 円 1.5 平成22年３月31日 平成22年６月２日 利益剰余金

平成22年10月28日 

取締役会 
普通株式 百万円 4,511 円 1.5 平成22年９月30日 平成22年12月１日 利益剰余金

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月16日 

取締役会 
普通株式 百万円 4,509 円 1.5 平成23年３月31日 平成23年６月３日 利益剰余金

平成23年10月31日 

取締役会 
普通株式 百万円 3,005 円 1.0 平成23年９月30日 平成23年12月１日 利益剰余金
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、神鋼不動産（不動産開発・建

設・分譲・仲介・リフォーム等の不動産関連事業）、コベルコ科研（特殊合金他新材料（ターゲット材

等）、各種材料の分析・解析等）、及びその他の事業を含んでおります。  
  

２．セグメント損益の調整額 百万円には下記が含まれております。 

（※）全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。 
  
３．セグメント損益は四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行なっております。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

鉄鋼 
事業部門 

溶接

事業部門 

アルミ・銅

事業部門 

機械

事業部門 

資源・エン

ジニアリン

グ事業部門 

神鋼環境 
ソリューション 

コベルコ

建機 

売上高             

外部顧客への売上高  596,015  56,649  227,355  100,541  28,383  43,665  240,378

セグメント間の内部売上高又は振替高  26,690  1,391  2,130  3,858  1,850  1,961  985

計  622,706  58,041  229,486  104,400  30,234  45,627  241,363

セグメント損益  22,031  3,435  13,433  11,461  2,805  2,150  22,394

  

報告セグメント
その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注３）  

コベルコ 
クレーン 

計

売上高           

外部顧客への売上高  26,374  1,319,364  35,316  1,354,681  1,109  1,355,790

セグメント間の内部売上高又は振替高  4,161  43,030  10,508  53,539  △53,539  －

計  30,536  1,362,395  45,825  1,408,220  △52,430  1,355,790

セグメント損益  △794  76,917  3,732  80,649  △1,757  78,892

△1,757

  （単位：百万円）

  金額

全社損益（※）  △4,121

その他の調整額  2,364

セグメント損益の調整額  △1,757
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、神鋼不動産（不動産開発・建

設・分譲・仲介・リフォーム等の不動産関連事業）、コベルコ科研（特殊合金他新材料（ターゲット材

等）、各種材料の分析・解析等）、及びその他の事業を含んでおります。  
  

２．セグメント損益の調整額 百万円には下記が含まれております。 

（※）全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。 
  
３．セグメント損益は四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行なっております。 

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

鉄鋼 
事業部門 

溶接

事業部門 

アルミ・銅

事業部門 

機械

事業部門 

資源・エン

ジニアリン

グ事業部門 

神鋼環境 
ソリューション 

コベルコ

建機 

売上高             

外部顧客への売上高  614,823  62,186  223,844  107,945  42,778  48,102  241,018

セグメント間の内部売上高又は振替高  27,570  715  926  4,967  466  560  781

計  642,393  62,901  224,770  112,912  43,244  48,662  241,799

セグメント損益  3,652  2,519  7,938  8,863  3,491  3,343  20,237

  

報告セグメント
その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注３）  

コベルコ 
クレーン 

計

売上高           

外部顧客への売上高  30,974  1,371,673  35,698  1,407,371  2,184  1,409,556

セグメント間の内部売上高又は振替高  3,630  39,616  11,191  50,808  △50,808  －

計  34,604  1,411,289  46,889  1,458,179  △48,623  1,409,556

セグメント損益  18  50,066  4,001  54,068  △3,907  50,160

△3,907

  （単位：百万円）

  金額

全社損益（※）  △1,468

その他の調整額  △2,439

セグメント損益の調整額  △3,907
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 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

平成23年10月31日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行なうことを決議いたしました。  

(イ）配当金の総額……………………………………… 百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………１円 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月１日 

 （注） 平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行ないます。 

（１株当たり情報）

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

１株当たり四半期純利益 円 銭 15 72     ４円 銭 19

（算定上の基礎）     

四半期純利益（百万円）  47,223  12,598

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  47,223  12,598

普通株式の期中平均株式数（千株）  3,002,333  3,000,957

（重要な後発事象）

２【その他】

3,005
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

- 23 -



独立監査人の四半期レビュー報告書 

    平成24年２月６日  

株式会社 神戸製鋼所       

  代表取締役社長 佐藤 廣士 殿   

  有限責任 あずさ監査法人   

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 北山 久恵   印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒木 賢一郎  印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 中島 久木   印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社神戸

製鋼所の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。 
  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任  

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  

監査人の責任  

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準

に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される

質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。  
  

監査人の結論  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社神戸製鋼所及び連結子会社の平成23年12月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。 
  

利害関係  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報

告書提出会社が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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